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い
ま
ま
で
は
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
忘
れ
て
、
２
年

を
超
え
る
と
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。１０

月
か
ら
平
成
２７
年
９
月

末
ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、

過
去
１０
年
以
内
の
未
納
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

未
納
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
で
、
将
来
の
年

金
額
を
増
や
し
た
り
、
年
金

の
受
給
権
に
つ
な
が
っ
た
り

し
ま
す
。

自
身
の
年
金
記
録
に
つ
い

て
は
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

（http://w
w
w
.nenkin.go.jp

）

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

後
納
制
度
は
事
前
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。
国
民
年
金

保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
1

０
５
７
０
│

０
１
１
│

０
５
０
）

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

倉
敷
東
年
金

事
務
所
（
1
０
８
６
│

４
２
３

│

６
１
５
３
）

県
知
事
選
挙
１０
月
２８
日
投
票

選選選選　　　　挙挙挙挙

問
い
合
わ
せ

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
1
(2
８
３
１
１
）

こ
の
選
挙
は
、
今
後
の
岡

山
県
の
進
路
を
決
定
づ
け
る

意
味
か
ら
も
極
め
て
重
要
な

選
挙
で
す
。
有
権
者
の
皆
さ

ん
は
、
そ
ろ
っ
て
投
票
に
参

加
し
ま
し
ょ
う
。

■
投
票

日
時

１０
月
２８
日
a
、
午

前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

場
所

郵
送
す
る
投
票
所
入

場
券
に
記
載
し
て
い
る
投
票

所※
清
音
第
一
投
票
所
は
、
新

し
い
清
音
公
民
館
（
清
音

支
所
敷
地
内
）
で
す
。
そ

の
ほ
か
の
投
票
所
は
、
今

月
号
の
と
じ
込
み
別
冊

『
総
社
市
の
投
票
所
案
内
』

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
期
日
前
投
票

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅

行
な
ど
で
投
票
所
に
行
く
こ

と
が
で
き
な
い
人
は
、
期
日

前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
投
票
所
入
場
券
（
お

手
元
に
届
い
て
い
る
場
合
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間

１０
月
１２
日
f
か
ら
２７

日
g
ま
で
の
毎
日
。
い
ず
れ

も
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後

８
時
ま
で

場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

国
民
年
金
保
険
料
後
納
制
度

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限
の
延
長
が
で
き
ま
す

投票日または、期日前投
票を利用して投票をしよう

高
梁
川
や
足
守
川
、
新
本
川

な
ど
の
堤
防
が
決
壊
し
た
と
き

に
浸
水
す
る
と
予
想
さ
れ
る
区

域
を
見
直
し
、
平
成
１９
年
に
作

成
し
て
い
た
総
社
市
洪
水
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
改
訂
版
を
作
成

し
ま
し
た
。

作
成
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
特
徴
は
３
点
。
１
点
目
の
特

徴
は
、「
見
や
す
い
マ
ッ
プ
」。

地
図
部
分
の
縮
尺
を
大
き
く

し
、
総
社
や
常
盤
、
三
須
、
服

部
な
ど
１８
地
区
に
分
け
、
地
区

ご
と
に
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
で
見

ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
２

点
目
は
「
持
ち
運
び
や
す
く
保

存
し
や
す
い
マ
ッ
プ
」。
破
れ

に
く
い
用
紙
を
使
い
、
Ａ
４
サ

イ
ズ
の
冊
子
に
し
ま
し
た
。
３

点
目
は
「
標
高
の
わ
か
る
マ
ッ

プ
」。
地
図
上
に
標
高
を
明
記

し
、
土
地
の
高
低
が
わ
か
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。

図
面
内
に
は
、
各
地
区
の
避

難
予
定
場
所
の
電
話
番
号
や
緊

急
時
に
利
用
で
き
る
救
急
病

院
、
土
砂
災
害
の
発
生
が
予
想

さ
れ
る
区
域
、
危
険
箇
所
と
い

っ
た
情
報
も
表
示
。
浸
水
す
る

水
深
の
目
安
を
０.

５
ｍ
未
満

か
ら
５
ｍ
以
上
ま
で
の
５
段
階

に
色
分
け
し
て
い
ま
す
。

図
面
の
ほ
か
、
災
害
の
歴
史

か
ら
防
災
を
学
ぶ
た
め
、
過
去

の
総
社
市
に
お
け
る
主
な
災
害

の
年
表
や
災
害
に
備
え
て
事
前

に
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
防
災

情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
、
洪

水
で
河
川
の
堤
防
が
決
壊
し
た

場
合
の
、
最
も
大
き
な
浸
水
の

被
害
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
実
際
に
起
こ
る
被
害
の

状
況
は
、
雨
の
降
り
方
や
堤
防

が
決
壊
し
た
場
所
な
ど
で
変
わ

っ
て
き
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
い
な

い
区
域
で
も
、
浸
水
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
見
な
が
ら
、
家

族
や
自
主
防
災
組
織
、
地
域
、

職
場
の
人
た
ち
と
話
し
合
い
、

発
生
し
た
災
害
の
状
況
に
応
じ

て
、
最
も
安
全
な
避
難
行
動
を

と
れ
る
よ
う
に
備
え
ま
し
ょ

う
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課
行
政
係
（
1
(2
８
２
１
８
）

防防防防　　　　災災災災

洪
水
・
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
改
訂
版
が
完
成

災害時ダンボール製品の提供を約束

レンゴー岡山工場と災害時の応援協定
市はレンゴー株式

会社岡山工場と８月
２７日、「災害時にお
ける物資の供給に関
する協定」を締結し
ました。
協定書には、市長

と同工場の大木正秋
工場長が署名、押印。
協定の内容は、災害
時に、物資の運搬用や避難所での防寒対策、間仕切り
として使用できるダンボール製品を同工場が提供する
としたものです。
市は、この協定を含め災害時の応援協定を４６団体と
医療救助や食料供給などの内容で締結しています。
問い合わせ 総務課行政係（1９２－８２１８）

堤
防
が
決
壊
　
あ
な
た
は
ど
こ
に
避
難
し
ま
す
か

締結式で握手をする大木正秋工場長
（写真左）と市長

■障害者虐待防止法の施行

障がい者への虐待行為に気付いた人は、市へ通報を
１０月１日から障害者虐待防止法が施行されます。
家庭や障がい者福祉施設、職場などで障がいがある人に対する①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐
待、④放棄・放任、⑤経済的虐待のいずれかに該当する行為に気付いた人は、市に通報する義務がありま
す。
虐待は、絶対にあってはならないことです。虐待は、特定の人や特定の場所で起こるものではありませ
ん。本人が気付かないうちに虐待していることや、虐待を受けている人も受けているという認識がないた
めに被害を訴えられないこともあります。
早期発見、早期通報、そして相談することが、虐待の深刻化を防ぐことにつながります。
障がいがある人への理解を深め、障がいがある人が地域のなかで尊厳をもって暮らせる社会を実現しま
しょう。虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは総社市障がい者虐待防止センターへ。

●総社市障がい者虐待防止センター（福祉課内）
・平日（午前８時３０分から午後５時１５分まで）
1９２－８２６９、5９２－８３８５（福祉課障がい福祉係）
・夜間（午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで）と休日
1９２－８２００、5９２－８３００（総社市役所当直）

完成した総社市洪水・土砂災害ハザードマップ


